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１．基本的な事項 
 

（１）市の概況 

ア． 自然的、歴史的、社会的、経済的条件の概要 

① 自然的条件 

　本市は山形県の北東部に位置し、東は奥羽山脈で宮城県仙台市、加美町などに接し、

南は東根市、西は村山市、大石田町、北は最上町、舟形町に接している。東西に約25㎞、

南北に約33㎞延び、面積は372.53㎢である。 

地勢は、東部及び南北地域は奥羽山脈に連なる起伏に富んだ山地、北西部は出羽丘陵

の山並みが連なり、尾花沢盆地を形成している。 

気候は、年間の寒暖の差が大きく、四季の移り変わりが明瞭である。平野部でも積雪

深が2mに及ぶ全国有数の豪雪地帯でもあり、飛騨の高山、越後の高田と並び出羽の尾花

沢として「日本三雪の地」と称され、歴史と文化が息づく街並みと美しい雪景色を眺望

することが出来る。 

 

② 歴史的条件 

　奈良時代の天平 9 年（737 年）、陸奥出羽按察使（むつでわのあぜち）大野東人（おお

のあずまひと）が約 6,000 人を引き連れて玉野の大室駅（おおむろのうまや）に着いた

とされている。これが、尾花沢が正史に現れた最初の記事である。江戸時代初期、銀山が

開発され鉱山のまちとして栄えるが、ほどなく幕府直轄領となり代官所が置かれ、宿場

町や豪商鈴木清風が活躍する商業のまちとして、さまざまな表情を見せながら発展して

きた。330 年ほど前の元禄 2 年（1689 年）、松尾芭蕉は曾良とともに「おくのほそ道」行

脚で関東・奥羽・北陸を巡った。鈴木清風宅に 3 泊、養泉寺に 7 泊し、10 日間にわたり

滞在したまちとして知られている。明治時代に入り、現在の本市を形づくる尾花沢町、福

原村、宮沢村、玉野村、常盤村の 1 町 4 村が成立した。昭和 29 年、この 1 町 4 村が合併

し新しい尾花沢町となり、高度成長期に入った昭和 34 年に市制を施行し、県下 12 番目

の市となった。平成 31 年 4 月 10 日、市制施行 60 周年を迎えるとともに、令和元年 5 月

1 日に新庁舎を開庁し、永い歴史に新しい一歩を刻んだ。 

 

③ 社会的条件 

道路・交通網は、市域の西部を国道13号が南北方向に縦断し、山形市及び新庄市と結ん

でいる。また、国道347号が市域の中心を東西に横断し、宮城県大崎市及び寒河江市方面

と結んでいる（冬期は夜間規制）。 
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令和4年に東北中央自動車道の東根北IC～大石田村山IC間が開通し、将来的には新庄北

IC以北も整備され、広域交通網が強化されていく。 

鉄道はJR奥羽本線が市域の北西部を南北方向に縦断しており、芦沢駅がある。また、

山形新幹線の最寄り停車駅は大石田駅である。 

 

④ 経済的条件 

　農業については、耕地面積が 4,249ha で総面積の 11.4％を占めており、そのうち水田

は 3,315ha、普通畑 924ha、樹園地 9.6ha となっている。また、農家数は 1,511 戸で、経

営形態は稲作を基幹作物として水稲＋スイカ、水稲＋ソバ、水稲＋施設園芸、畜産等とな

っている。（2020 年農林業センサス結果による） 

　　工業については、事業所数は 41 事業所、従業者数は 1,369 人、年間出荷額は約 297.1 

億円となっている。業種については電子・生産用機械器具製造が主力で、年間出荷額で

は電子が 38.8％、生産用機械器具製造が 19.7％を占めている。（2023 年経済構造実態調

査による） 

　　商業については、商店数が全体で 228 店、その従業員は 1,170 人である。これらの商

店の大半は市の中心部である尾花沢地区に立地している。（令和 3 年経済センサス活動調

査による） 

 

イ． 過疎の状況 

① 人口の動向 

人口は、昭和30年の約33,000人をピークに減少が続いており、令和2年国勢調査では

14,971人である。前回の平成27年国勢調査の年齢階層別人口と比べると、年少人口（0～

14歳）と生産年齢人口（15～64歳）の割合が低下する一方で高齢者人口（65歳以上）の割

合が高くなっている。 

平成27年からの社会動態をみると、転入数は平成27年の300人台から減少傾向にあり、

令和4年は200人を下回っている。一方、転出数は令和3年に300人台になった以外は年間

400人台後半から500人程度で推移している。出生・死亡人数は、死亡人数が出生人数を

上回る自然減が続き、近年は出生人数が減少、死亡人数が増加しているため、出生人数

と死亡人数の差が広がっている。 

合計特殊出生率（一人の女性が生涯に産む子どもの数の平均）は、平成27年から平成

29年にかけて、国、県、山形市より高く推移している。平成30年以降は低下し、令和3年

はコロナ禍の影響もあって大きく落ち込んだが、令和4年からは回復し、国、県、山形市

を上回った。 
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世帯数は、昭和 60 年の 5,746 世帯をピークに緩やかに減少傾向で推移している。1 世

帯当たりの人口は、昭和 34 年の市制施行当時は 5.0 人台だったが、徐々に核家族化が進

み、世帯規模の縮小が進んでいる。その中で近年は高齢化に伴うひとり暮らし世帯が増

加している。 

 

② これまでの対策 

令和 3 年 3 月に尾花沢市の指針である第 7 次尾花沢市総合振興計画を策定し、「産業振

興～キラリと光る産業のまち～」「子育て・教育～ふるさと愛を育むまち～」「健康・医

療・福祉～健康長寿と絆のまち～」「都市基盤・住環境～暮らしやすく住み続けられるま

ち～」「協働・行財政～笑顔の花咲く交流と協働のまち～」の 5 つの柱を掲げ、地域資源

を活かした産業文化の振興、雪や災害に強い防災力の強化、豊かで活力ある地域づくり

などに取り組みながら、各分野で一人ひとりが活躍できるまちづくりを計画的に進めて

きた。 

具体的な取り組みとしては、産業の振興を図り、担い手不足、後継者不足を克服する

ため、若い世代の新しいチャレンジを応援し、産業の活性化に努めた。また、「子育て日

本一への挑戦」を目標に掲げ、若い世代の出会い、結婚、出産、子育ての希望が叶えられ

る環境づくりを進めるとともに、次代を担う子どもたちにとって最適な教育環境を構築

し、また、豊かな自然、歴史、伝統文化を大切にしながら、本市の魅力を伝えていくこと

でふるさとに誇りを持ち、人生 100 年時代に相応しい生涯を通じて学べる環境を整えて

きました。さらに、本市の最大の課題である雪対策については、GPS を活用した効率的な

道路除雪や、防雪柵・流雪溝の整備を進めることで、安心して暮らし続けられるまちづ

くりを目指してきた。 

 

③ 現在の課題 

産業分野では、特産品である米、尾花沢すいか、雪降り和牛尾花沢のブランド力向上

や販路拡大、既存企業の発展、さらには、市内の年間観光客数の増加など、活力ある産業

づくりが着実に進んでいる。一方、市民は「働く場の確保」「観光」「就労対策と勤労者福

祉」に大きな期待を寄せており、若者世代の転出抑制や UIJ ターンの動機付けとして、

産業振興が重要な要件となっている。今後は、重要課題である担い手不足、後継者不足

を克服するため、若者世代の新しいチャレンジを応援し、社会潮流を踏まえた産業の活

性化を図る必要がある。 

子育て教育分野では、「子育て日本一への挑戦」を目標に掲げ、出会い、出産、就労、

住居の確保など幅広い支援により子育てにおける精神的不安や経済的負担を軽減するこ

とで、若者や子育て世代が産み育て、住み続けたくなる手厚い支援を進める必要がある。 
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　　健康・医療・福祉分野では、市民の幸福感と心身の健康は深く結び付いている。一方、

世帯構成の変化に伴い、孤立した子育て世帯や高齢者のひとり暮らしなどが増えている。

こうした現状を踏まえ、今後は地域福祉ネットワーク（福祉隣組）を軸に互いに支え合

い助け合う元気な地域づくりを継続的に進めなければならない。また、デジタル技術を

活用した新しいサービスや手法を効果的に取り入れることにより、一人ひとりの健康寿

命を延ばし、住み慣れたまちでいつまでも元気に暮らすことができるよう、医療と地域

福祉の充実を図る必要がある。 

　都市基盤・住環境については、市民は「快適住環境のまち」を重視しており、住環境分

野への期待が大きくなっている。一方、少子高齢化に伴う人口減少は空き家の増加につ

ながるとともに、公共交通機関の存続に影響を与えるなど、さまざまな都市機能の低下

を招いている。また、除雪作業の担い手確保のほか、消防団員の確保や自主防災組織の

継続的な活動といった防災体制の維持も難しくなっている。今後は、雪を克服し利用す

るさまざまな取り組みや都市基盤整備におけるデジタル技術の幅広い活用、さらには少

子高齢化に対応する市街地の再構築を進める必要がある。また、風水害や地震などの自

然災害の激甚化も懸念されることから、災害に強く、快適で環境に優しい住環境の向上

に取り組む必要がある。 

　市民協働・行財政については、地域おこし協力隊の活動やふるさと納税制度などを通

して関係人口が拡大している。一方、少子高齢化などで地域の担い手が減少し、コミュ

ニティ活動の維持が難しくなっている。今後は、国内外にまちの魅力を発信し、関係人

口をさらに広げていく必要がある。また、将来にわたって持続可能なまちづくりに向け

て、市民と行政が一緒に地域課題の解決に取り組む「市民協働のまちづくり」を一層進

めなければならない。 

 

④ 今後の見通し 

本市の場合には特に、20 歳前後の若年層の転出が著しい傾向にあり、生産年齢人口の

減少と少子高齢化による地域活力の停滞が懸念されるため、これを防ぐための施策を進

めていかなければならない。若者世代の人口流出をくい止める定住対策や、市民の住宅

建築に係る支援対策、雇用環境の充実を推進しながら人口減少を抑制し、地域の活性化

と産業の振興に結び付けていく必要がある。 

 

ウ． 社会経済的発展の方向 

令和 3 年度における市内総生産は、495 億 41 百万円（前年度比 1.2％増）であり、経

済活動別に見ると、第一次産業は 45 億 93 百万円（前年度比 3.0％減）、第二次産業は 159

億 78 百万円（前年度比 3.4％増）、第三次産業は 285 億 35 百万円（前年度比 0.3％減）
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であった。（令和 3 年度尾花沢市の市民経済計算結果による） 

総生産に占める割合は、第二次産業増加傾向にあるのに対し、第一次産業、第三次産

業は微減傾向にある。第一次産業の主なものである農業においては、新規就農者の数は

増加しているが、生産者の高齢化や後継者不足など第一次産業全体の就業人口としては

減少している。 

交通環境面では、JR 奥羽本線・山形新幹線が本市北西部を通過するものの、多くの市

民は隣接する大石田町の大石田駅を利用しており、鉄道面においては恵まれているとは

言えない。しかし、国道 13 号及び全線開通が待たれる東北中央自動車道が本市を縦貫し、

また、宮城県に通じる国道 347 号が東西に伸びるなど、道路環境においては交通の要衝

となっている。 

本市には、銀山温泉のほか、令和 3 年 5 月 27 日に築堤 100 周年を迎えた花笠踊り発祥

地である徳良湖、御所山をはじめとする自然環境豊かな花笠高原、「おくのほそ道」で有

名な松尾芭蕉にゆかりのある文化遺産などの多様な観光資源がある。観光業は、観光客

の受入体制強化とターゲットに訴求した情報発信が急務であり、銀山温泉における滞在

価値の向上や観光コンテンツの磨き上げを通じて周遊ルートを確立させるなど、何度も

訪れたくなるしかけづくりが必要である。観光の充実、既存資源の活用による交流イベ

ント、ふるさと納税などにより、交流人口と関係人口は拡大してきているが、一方で、人

口は年々減少の一途をたどっているため、観光面だけでなく、農業・工業・商業と連携し

た総合的な産業の振興により、地域経済の活性化を図っていく。 

 

（２）人口及び産業の推移と動向 

① 人口の推移 

　本市の人口の推移は別表のとおりである。人口の減少については、昭和 35 年から昭和 50

年まで 7％前後の減少が続き、昭和 50 年から昭和 60 年までの間は一時的に減少率が鈍化

したものの、再び減少傾向が強まっている。その中でも、特筆すべき点は、29 歳以下の層

が昭和 35 年から平成 27 年までの間に 80.5％も減少したのに対し 65 歳以上の高齢者が

325.8％の伸びを示し、急速な少子高齢化が進んでいる点である。 

本市では、若年層の定住促進・ふるさと回帰と子育て環境の整備の充実を図るとともに、

時代の流れをつかみながら交流人口を増やし、人口減少への対策を行っていく。 
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表 1―1(1)　人口の推移（国勢調査） 

 

表 1―1(2)　人口の見通し（人口ビジョン） 

 

② 産業構造と就業人口 

産業別で見る就業者割合（15 歳以上）は、第一次産業（農業など）が農業情勢を反映し

て低下している。第二次産業（製造業など）は昭和 60 年頃から微減しており、第三次産業

（商業・サービス業など）は一貫して上昇している。就業の中心が第一次産業から第二次

産業、第三次産業に移行する中、国勢調査における産業大分類別の就業者数を見ると、男

女共に農業と建設業が減少する一方、医療・福祉が増加しており、就業構造も変わりつつ

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区　　分
昭和55年度 平成 2 年度 平成 17 年度 平成 27 年度 令和 2 年度

 実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

 
総　　数

人 
25,231

人 
23,909

％ 
△5.2

人 
20,695

％ 
△13.4

人 
16,953

％ 
△18.1

人 
14,971

％ 
△11.7

 0～14 歳
4,907 4,499 △8.3 2,594 △42.3

 
1,846

 
△28.8 1,459 △30.0

 15～64 歳
17,089 14,994 △12.3 11,667 △22.2

 
8,877

 
△23.9 7,278 △18.0

 うち 15～ 
29 歳(a) 4,883 3,184 △34.8 2,880 △9.5

 
1,673

 
△41.9 1,374 △17.9

 65 歳以上(b) 3,235 4,416 36.5 6,434 45.7 6,230 △3.2 6,234 0.1

 (a)/総数 
若年者比率

％ 
19.4

％ 
13.3

 
―

％ 
13.9

 
―

％ 
9.9

 
―

％ 
9.2

 
―

 (b)/総数 
高齢者比率

％ 
12.8

％ 
18.5

 
―

％ 
31.1

 
―

％ 
36.7

 
―

％ 
41.6

 
―

 区　　分
令和 12 年度 令和 17 年度 令和 22 年度 令和 27 年度

 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

 総　　数
人 

11,346

％ 
△12.6

人 
9,885

％ 
△12.9

人 
8,564

％ 
△13.4

人 
7,335

％ 
△14.4

 0～14 歳
798 △26.8 594 △25.6

 
492

 
△17.2

 
430

 
△12.6

 15～64 歳
4,989 △15.5 4,327 △13.3

 
3,605

 
△16.7

 
2,863

 
△20.6

 65 歳以上
5,559 △7.2 4,964 △10.7 4,467 △10.0 4,042 △9.5
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表 1－1(3)　産業別人口の動向（国勢調査） 

 

③ 各産業別の現状と今後の課題 

[ 農業 ] 

　農家戸数は、戦後増加を続けたが、昭和 37 年をピークに停滞または減少の傾向をたど

り、昭和 57 年から令和 2 年まで 2,055 戸の減少となっている。内訳をみると兼業農家は減

少しているが、専業農家は逆に増加している。積極的に農業に取り組む後継者が少しずつ

ではあるが増加している反面、多くの農業後継者が第 2 次、第 3 次産業へ流出しており、

耕地の貸借傾向も強まってきている。 

現在は、高齢化に伴う担い手不足が課題であるため、新規就農者の育成やスマート農業

の推進など、持続可能な農業経営への取り組みが必要である。稲作を中心にスイカやそば、

花卉等を含めた複合経営が主であるが、担い手農家や集落営農組織等の育成と、農地中間

管理機構を活用し農地の流動化をさらに促進するとともに、農地の集積・集約化を図って

いくことが必要である。 

[ 工業 ] 

　事業所数については、平成 17 年度からは微増の年はあるものの全体としては減少傾向に

あり、令和 5 年では、41 社となっている。従業者数は平成 3 年の 3,216 人をピークに減少

傾向に転じ、令和 5 年では 1,369 人となっている。 

工業出荷額については、平成 12 年の 536 億円をピークに増減を繰り返しながら、令和 5

年は 297.1 億円となっている。 

　本市経済の持続的な発展のためには、地域特性を活かした足腰の強い産業振興と雇用の

創出を図っていく必要がある。そのためには、市内企業の連携による地域循環型共同受注

体制の構築、市内での起業・創業の一貫支援、事業者が必要とする人材の育成・確保支援

等による市内企業の強靭化を行うほか、尾花沢インターチェンジに隣接する交流拠点の強

みを活かした企業誘致を進め、本市の重要課題である雇用環境の充実を推進していく必要

がある。 

 

 区　　分
昭和55年度 平成 2 年度 平成 17 年度 平成 27 年度 令和 2 年度

 実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

 
総　　数 人 

14,035

人 
13,191

％ 
△2.1

人 
11,000

％ 
△7.3

人 
8,995

％ 
△8.4

人 
7,921

％ 
△11.9

 第一次産業 
就業人口比率

％ 
46.8

％ 
36.3 ―

％ 
25.1 ―

％ 
22.2 ―

％ 
20.8 ―

 第二次産業 
就業人口比率

％ 
26.6

％ 
33.4 ―

％ 
32.5 ―

％ 
31.4 ―

％ 
29.5 ―

 第三次産業 
就業人口比率

％ 
26.6

％ 
30.3 ―

％ 
42.4 ―

％ 
46.3 ―

％ 
48.1 ―
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[ 商業 ] 

　商店数は、昭和 57 年の 518 店を境に大幅な減少傾向にある。令和 3 年現在では 228 店と

なり、消費者ニーズの多様化や大型スーパー等の出店、インターネット販売の普及、交通

網の整備の進展等を背景に、消費者行動が一層広域化する中で、市内の商店街における購

買行動割合は全体的に低くなっている。 

本市ではこれまで、商店街の衰退に歯止めをかけるため、空き店舗活用事業や

プレミアム付商品券発行事業などの商工振興事業等により商業活性化を図ってき

たが、これからも市民の目線に立った商店街づくりを目指し、スマートフォンな

どを活用した、いつでも買物が出来る環境づくりを進める必要がある。さらには、

商店街と銀山温泉や徳良湖を結ぶ市内周遊ルートを確立し、商店街への誘客を図っていく

必要がある。 

[ 観光 ]  

本市の観光は、銀山温泉、徳良湖を中心に展開しており、特に銀山温泉や国道 13 号と東

北中央自動車道の間に位置する道の駅尾花沢のほか、おばなざわ花笠まつりや徳良湖まつ

りなどの特色あるイベントを中心に関係人口の入込増となっている。また、「おくのほそ道

尾花沢そば街道」も県内外から多くの観光客を集めている。 

今後は、東北中央自動車道と国道 347 号が交差する交流拠点機能を活かした広域的なイ

ベントの開催などによる交流人口の拡大を目指し、徳良湖周辺の憩いの場と観光拠点とし

ての機能強化を進めるとともに、銀山温泉をはじめとした地域資源の魅力向上に取り組む

ことを通じて、広域的な視点も踏まえた周遊ルートを確立していく必要がある。また、本

市には豊かな自然や温泉、おいしい特産品、歴史・文化など県内外のみならず国内外の観

光客を魅了する資源がたくさんある。こうした本市ならではの魅力ある観光資源を最大限

に活かした交流、体験型・着地型の観光コンテンツを磨き上げ、ターゲットに訴求した情

報発信で誘客を図りながら観光事業を展開していくことが必要である。 
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（３）行財政の状況

ア ． 行 政 の 状 況 （令和7年4月1日現在）

尾花沢市行政機構図

総 務 課 職員係、行政係、情報統計係

防災危機管理課 防災危機管理係

総 合 政 策 課 政策企画係、広報係

定 住 応 援 課 定住推進係、ふるさと納税係

財 政 課 財政係、財産管理係

市長事務部局
市 民 税 務 課 市税係、資産税係、収納係、市民年金係、市民生活係

健 康 増 進 課 健康指導係、国保医療係

中　央　診　療　所 診療部 診療各科、検査科、看護科

市 長 副 市 長 事務部 庶務係、医事係

福 祉 課 生活福祉係、高齢者福祉係、保育係、こども家庭支援係

地域交流センター

保 育 園

子育て支援セン
タ ー

福 祉 事 務 所 生活福祉係

こども家庭センター

農 林 課 農政企画係、畜産振興係、水田営農対策係、農村林務係

商 工 観 光 課 商工労政係、観光物産係

企業振興室 企業振興係

建 設 課 工務係、維持管理係、都市住宅係

環境エネルギー課 生活環境エネルギー係、簡易水道係、公営企業会計係

会計管理
者

会 計 課 審査出納係

消 防 本 部 消防長 総 務 課 庶務係、予防係、保安係、警防係

消 防 署 第１隊、第２隊、救急係、通信係、機械係、救助係

教 育 委 員 会 教育長 こ ど も 教 育 課 管理係、学校統合推進係

小 学 校 中 学 校

学校給食共同調理場 給食係

教 育 指 導 室 指導係

統合小学校建設課 統合小学校建設係

社 会 教 育 課 生涯学習スポーツ係、文化財係、施設管理係

文 化 体 育 施 設

学習情報センター
（ 市 民 図 書 館 ）

市 体 育 館

芭蕉、清風歴史資料館

ほたるの里郷土資料館

名木沢生涯スポーツ
交 流 セ ン タ ー

鶴 子 交 流 施 設

中央公民館 地域振興係

地 区 公 民 館 地域振興係

青少年指導センター

市 議 会 事務局 庶務係、議事係

選挙管理委員会 事 務 局 選挙係

監 査 委 員 事 務 局 監査係

農 業 委 員 会 事 務 局 農地係

（３）行財政の状況 

ア ． 行 政 の 状 況
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＜周辺市町村との協力体制＞（一部事務組合） 

 

　本市は昭和 29 年 10 月町村合併促進法に基づき、尾花沢町を中心に福原村、宮沢村、玉

野村、常盤村の 1 町 4 村が合併し尾花沢町として発足し、昭和 34 年 4 月 10 日に市制を施

行し現在に至っている。本市の行政機構は別図のとおりである。 

　市としては極めて小規模な自治体である本市は、行政組織においても、その機能を果た

す最小限度の仕組みで運営されている。そのため、隣町の大石田町との事務の共同処理や

協力体制が強く、また北村山広域行政事務組合による事務の共同処理など、他市町との協

力の上に本市の行政が成り立っている。また、令和 3 年度からは圏域全体の経済成長のけ

ん引、高次の都市機能の集積・強化及び生活機能の強化等に取り組んでいる山形連携中枢

都市圏の構成市町として加わり、観光分野などさまざまな分野で広域的な取り組みを行っ

ていく。 

特徴的なことは、大石田町から常備消防業務の事務を受託し、本市の業務として行って

いるほか、尾花沢市と大石田町との一部事務組合であった共立衛生事業組合と水道企業団

を合併し環境衛生事業組合を立ち上げ、現在に至っている。公共下水道については、最上

川流域下水道村山処理区に編入されており、現在一部区域で供用を開始し、なおも計画区

域全供用に向け事業を推進中である。 

 

イ ． 財 政 の 状 況   

本市の財政は、市税等の自主財源が少なく、交付税等に大きく依存している状況にある。

財政力指数は、令和 4 年度から令和 6 年度の 3 カ年平均で 0.28 と、市としては極めて脆弱

な状況である。歳入面においては、ふるさと納税制度を活用して、自主財源の確保に努め

ているが、人口減少により市税や交付税は減少することが見込まれ、今後とも厳しい財政

状況は続くものと考えられる。 

これまで、国・県の補助制度などを活用しながら、少ない自主財源を最大限活用し、過

 　　　　区分 

名称

共同処理 

する内容
構成団体名

設立認可及び 

設 立 年 月 日

 

尾花沢市大石田町

環境衛生事業組合

し尿・ごみ 
火葬

尾花沢市・大石田町 昭和 37 年 2 月 28 日
共立衛生事業組合

と水道企業団を合

併 
昭和 56 年 4 月 1 日  

水　　道 〃 昭和 42 年 2 月 22 日

 
下 水 道 〃 平成 7 年 7 月 4 日

 北村山公立病院組

合 病　　院
尾花沢市・東根市 
村山市・大石田町

昭和 39 年 9 月 29 日

 北村山広域行政事

務組合 広域行政 〃 昭和 49 年 4 月 1 日
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疎からの脱却に向けて各種事業に取り組んできたが、今後、少子高齢化の進展や社会・経

済情勢の変化に伴って、一層複雑で多様な財政需要が見込まれる。このような状況を踏ま

え、デジタル技術を活用したスマート自治体の構築や、周辺自治体との広域連携などによ

る業務効率化を一層進め、安定的な財源の確保と公有財産の有効利用により、将来にわた

り健全な財政運営を維持しつつ、市民ニーズにあった事業を厳選し、着実に進めることが

求められる。 

 

表 1－2(1)　　　　　　　市 町 村 財 政 の 状 況  

(単位：千円) 

（注）上記の区分については、地方財政状況調による。 

 

ウ . 施 設 整 備 水 準 等 の 状 況  

道路整備については、令和 2 年度末時点で改良率は 59.2％である。その中でも幹線道路

の改良を中心に整備を行ってきた結果、幹線道路の改良率については 87.6％まで向上して

いるが、その他市道については 53.0％と改良が進んでいない。農林道の整備については、

ほ場整備関連道路の整備により飛躍的に延長が伸び、作業効率も向上している。今後は、

冬期間でも緊急車両が通行可能なよう生活関連道路をはじめとして、老朽化した道路の改

 
区　　　分

平成 17 年
度

平成 22 年度 平成 27 年度 令和 2 年度

 
歳入総額　A 

一般財源 
国庫支出金 
都道府県支出金 
地方債 

　　うち過疎債 
その他 

歳出総額　B 
義務的経費 
投資的経費 

　　うち普通建設事業 
その他 
過疎対策事業費 

歳入歳出差引額　C(A－B) 
翌年度へ繰り越すべき財源　D 

実質収支　C－D

10,883,213 
6,354,205 

523,638 
515,662 
990,100 
449,900 

2,499,608 
10,681,187 
4,998,972 
1,153,207 
1,088,020 
4,529,008 
2,674,317 

202,026 
55,199 

146,827

11,759,054 
6,797,265 
1,323,611 

628,940 
1,087,400 

361,800 
1,921,838 

11,213,430 
5,149,194 
1,223,064 
1,220,228 
4,841,172 
2,990,531 

545,624 
226,312 
319,312

13,671,069 
6,474,041 

877,458 
1,038,691 
1,544,300 

626,000 
3,736,579 

12,764,269 
4,718,991 
1,862,092 
1,816,730 
6,183,186 
4,113,709 

906,800 
192,704 
714,096

15,878,641 
6,294,345 
3,190,488 

936,122 
788,800 
488,700 

4,668,886 
14,979,100 
4,782,580 
1,366,472 
1,168,281 
8,830,048 
3,676,996 

899,541 
128,880 
770,661

 財政力指数 
公債費負担比率 
実質公債費比率 
起債制限比率 
経常収支比率 
将来負担比率 
地方債現在高

0.281 
13.0 
16.4 
7.5 

96.8 
－ 

15,133,154

0.262 
13.5 
19.0 
11.0 
86.7 

109.8 
12,716,110

0.263 
－ 

13.8 
7.1 

86.1 
47.4 

11,074,926

0.297 
－ 

6.9 
－ 

92.8 
71.7 

12,528,266
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良や橋梁等の修繕を中心に計画的に進めなければならない。さらには防雪柵や流雪溝の克

雪施設の設置には特に力を入れていかなければならない。 

水道施設の状況は、上水道と 4 つの簡易水道で給水事業を行っている。簡易水道は、主

に農山村集落を中心に、山間に湧出する地下水を水源として自然流下方式がとられている。　

しかし、4 地区の簡易水道とも地域が広範囲にわたっていることや、生活様式の変化に伴っ

て給水能力に対して需要が高く、老朽化施設の改修や新しい水源地の確保など多くの課題

が残っている。上水道は昭和 42 年に着工され、主に尾花沢地区と福原地区が給水対象地域

である。令和 2 年度末の普及率は、上水道、簡易水道合計で 99.4％となっている。 

本市の医療機関は令和 7 年 4 月 1 日現在、一般病院 1、一般開業医院 6、歯科医院 3、市

立の診療所が 1 で、病床数は 171 床となっている。 

一般病院は平成 3 年に開設、その後、一般開業医院も開設されているが、耳鼻咽喉科、

小児科などの専門医がいないことや、分娩を取り扱う医療施設がないこともあり、近隣市

町及び山形圏域への依存度が極めて高い状況にある。 

また、市内唯一の公的医療機関である中央診療所は、現在、常勤の外科医師が 1 名と毎

週水曜日午前の小児科医師 1 名のほか、県から短期派遣を受けている非常勤医師等で対応

しているが、内視鏡検査を必要とする患者が多いことから、消化器内科医等の専門医の確

保が必要である。 

 

表 1－2(2)　　　　　　主 要 公 共 施 設 等 の 整 備 状 況  

（注）上記の区分については、公共施設状況調による。 

 

（４）過疎地域持続的発展の基 本 方 針  

第 7 次尾花沢市総合振興計画策定にあたり取り組んだ、「まちづくりアンケート」や「市

民ワークショップ」、「まちづくり座談会」を通して、「やりがいのある農業」「魅力あふれ

る観光」「世界を視野に入れたモノづくり」「子育て日本一」「生きがいづくり」「健康長寿」

 昭和 55 
年度末

平成 2 
年度末

平成 12 
年度末

平成 22 
年度末

令和 2 
年度末

 市町村道 
　改良率（％） 
　舗装率（％） 
農　　道 
　延　長（ｍ） 
耕地１ha 当り農道延長(ｍ) 
林　　道 
　延　長（ｍ） 
林野１ha 当り林道延長(ｍ) 
水道普及率（％） 
水洗化率（％） 
人口千人当り病院、診療所の病
床数（床）

 
19.3 
20.3 

 
 

20.6 
 
 

2.9 
90.9 
0.9 

 
3.7

 
35.7 
35.2 

 
 

64.0 
 
 

4.0 
98.2 
23.9 

 
4.6

 
53.6 
45.9 

 
 

61.2 
 
 

2.1 
98.8 
49.3 

 
8.3

 
58.7 
52.3 

　 
9,858 

‐ 
 

57,870 
‐ 

99.2 
72.5 

 
8.8

 
59.2 
53.2 

　 
9,858 

‐ 
 

57,870 
‐ 

99.4 
88.0 

 
11.4
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「雪国の暮らしやすさ」「災害対策の強化」「地域の支え合い」などのキーワードが見えて

きた。 

こうしたキーワードなどを踏まえ、地域資源を活かした産業文化の振興、雪や災害に強

い防災力の強化、豊かで活力ある地域づくりなどに取り組みながら、それぞれの分野で一

人ひとりが活躍できるまちづくりを推進する。そして、その人たちと一緒に新たな時代の

尾花沢をつくっていくことで、持続的な発展を図っていく。 

 

① 新たな人の流れの創出と移住・定住の促進 

自然が豊かな環境で、いきいきと暮らすことができる本市の魅力を磨き上げ、それを発

信することが重要である。 

ふるさと納税、ソーシャルメディアなどを通じた多様な方法に、地元高校生など若者の

アイデアや発信力を活かしながら「尾花沢の魅力」を発信し、関係人口の増加に向けて取

り組むことで、新たな人の流れの創出につなげる。 

都市部の移住希望者に対しては、住居や仕事に関する一人ひとりのニーズにきめ細かに

対応するため、情報提供と支援を行うサポート体制を強化する。 

第 7 次総合振興計画策定時に行ったまちづくりアンケートでは中学生・高校生は、進学

や就職などで一度は県外へ転出しても、6 割近くは市内で暮らすことを望んでいることが

わかる。若者の想いや意見に耳を傾け、企業の拡大、教育と産業の密接な連携、暮らしや

すさの創造を推進し、若者の地元定着とふるさと回帰につながる取り組みを進める。 

 

② 住民主体の地域づくりと担い手の育成・確保 

人口減少・少子高齢化が進む過疎地域において、今後もコミュニティ機能を維持してい

くため、性別、年齢、障がいの有無、居住歴、国籍などにとらわれず、誰もが地域づくりに

参画する機会を創出し、市民全員の力を結集する環境づくりを進める。 

住民主体の地域づくりを進めるにあたっては、次代を担う人材の育成が重要である。子

どものうちから地域を知り、郷土を愛する「ふるさと愛」を育むことが必要であることか

ら、子どもたちが高校生までの成長過程において、地域で活躍する多くの人々との世代を

超えた交流と学びを展開し、地域づくりの主役として活躍できる人づくりを推進する。ま

た、関係機関との連携により未来を担う人材の育成と定着に取り組む。 

 

③ デジタル技術の活用 

近年、生成 AI や IoT、ICT、5G などの革新的技術を活用した超スマート社会「Society5.0」

の実現に向けた取り組みが国を挙げて始まっており、地域課題を解決するツールの一つと

して、デジタル技術の活用は大変有効である。これまで行ってきた対面による手続き等へ
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の電子申請の導入や、交流人口拡大に向けた取り組みへのバーチャル技術の活用など、従

来の手法とデジタル技術のそれぞれの良さを活かすことが必要である。さらに、農業、商

業、地域交通などでのデジタル技術の活用により省力化や生産性向上、利便性向上を目指

すとともに、雪対策においても、GPS を活用した除雪運行システムなどデジタル技術の活用

をさらに研究し、冬期間も安心して暮らせる環境を整備する。 

また、デジタル化の急速な進行に伴い、テレワークやワーケーションなど地方にいなが

ら都市部の企業の仕事を行うような新たな働き方の導入が進んでいる。過疎地域であって

も働きやすい環境を整備し、新たな働く場の創出につなげていくとともに、デジタル技術

を活用できる人材の育成・確保に努める。 

 

④ 住民が安心できる生活環境 

　第 7 次総合振興計画策定時に行った「まちづくりアンケート」の結果を見ると、市民はこ

れからのまちづくりに「快適で安全安心に暮らせるまち」を最も望んでいる。そのため、

環境に優しく良好な住環境を形成する都市機能や居住区域を整備するとともに、水害や雪

害に対応する災害に強い生活環境の整備を推進する。また、子育て環境や医療の充実、産

業振興による雇用環境の充実など、暮らしていくために必要な環境の充実を図る。 

　さらに、過疎地域が有する豊かな自然環境は、再生可能エネルギーを生み出す地域資源

であることから、それらの地域資源を活かした再生可能エネルギーの活用を進めるととも

に、民間活力も含めたエネルギーの地産地消に取り組み、地球環境に優しいまちづくりを

進めていく。 

 

⑤ 行財政基盤の強化 

　今後も質の高い行政サービスを継続していくためには、行政基盤の充実・強化が必要であ

る。また、本市だけでは対応が難しい地域課題に対しては、広域的な連携も必要である。 

そのため、安定した財源の確保に努めながら、公有財産の有効活用と、周辺自治体との

広域連携による行政サービスの提供を推進し、社会潮流に柔軟に対応できる最適な行政運

営と財政の健全化、安定化に取り組む。 
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（５）持 続 的 発 展 のための基 本 目 標  

　　本計画の基本方針に基づく基本目標は以下のとおりである。 

 

（６）計 画 の達 成 状 況 の評 価 に関 する事 項  

　本計画については、毎年度の PDCA サイクルの徹底により、施策や事業の成果や効果を検

証する。また、毎年度行う内部評価及び外部有識者を含めた有識者会議による外部評価の

結果については、市ホームページに公表する。 

 

（７）計 画 期 間  

 

計画期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日までの 5 年間とする。 

 

（８）公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 画 との整 合  

　本計画において、公共施設などの整備や維持・管理などについては、「尾花沢市公共施設

等総合管理計画」の方針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 

 

 

新たな施設整備や更新については、必要な公共施設等に限り行うこととし、その際は、施

設の複合化、集約化、民間活力の活用など、効果的・効率的な方法を検討し、あわせて、バ

リアフリー化や環境への配慮など、時代の要求に対応した取り組みを推進する。 

また、ファシリティマネジメントの考え方に基づいて、市が所有する全ての財産を経営資

源と捉え、計画的な予防保全による長寿命化、既存施設や土地などの効率的な活用による

維持管理経費の縮減、未利用財産の売却処分等による歳入確保など、公共施設等の総合的

な利活用を推進し、財政負担の軽減を図りながら市民が必要とする行政サービスの維持向

上を目指す。 

　　「尾花沢市公共施設等総合管理計画」 

第 4 章　公共施設等の管理に関する基本的な考え方より抜粋 

 目標指標 基準値 目標値

 
人口減少率

14.6％ 

（R2 年度～R7 年度）

10％ 

（R8 年度～R12 年度）

 生産年齢人口割合 

（15～64 歳）

47.1％ 

（R7.10.1）

維持 

（R12.10.1）

 年少人口割合 

（0～14 歳）

7.8％ 

（R7.10.1）

維持 

（R12.10.1）
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

(１)移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の方針 

観光、教育、防災などの交流に加えて、食、スポーツ、自然などの地域資源を活かした自

治体同士、住民同士の多様な交流を拡大し、尾花沢ファンの増加を目指す。 

また、関連分野と連携して地域のブランド力を向上させながら、ふるさと納税返礼品や

ソーシャルメディアなどを通じた多様な手法に、地元高校生など若者のアイデアや発信力

を活かしながら「尾花沢の魅力」を発信し、尾花沢に関心やかかわりを持つ関係人口の増

加に向けて取り組む。 

移住希望者に対しては、住居や仕事に関する一人ひとりのニーズにきめ細かに対応する

ため、情報提供と支援を行うサポート体制を強化する。また、交流を入り口に本市との関

係を深めながら移住につなげ、定住後は尾花沢に誇りと愛着を持ち活力ある地域づくりに

参画できるよう支援する。 

子どもたちが高校生までの成長過程において、大きな夢と希望を持ち、それを叶える力

を育むことができるよう、地域で活躍する多くの人々との世代を超えた交流と学びを展開

し、未来の尾花沢を支え、地域づくりの主役として活躍できる人づくりを推進する。また、

地元高等学校と地域、企業、さらには県との連携により未来を担う人材の育成と定着に取

り組む。 

 

(２)交流の活性化、移住・定住促進 

ア）現状と課題 

交流は、どのように国内外との交流を拡大していくかが重要であり、国内外への情

報発信や地域資源を活用した多様な交流活動など、「尾花沢ファン」を増やす取り組み

が必要である。 

移住支援は、移住希望者のニーズにきめ細かく対応するとともに、移住後のサポー

ト体制を整え、定住につなげることが必要である。 

イ）その対策 

　　・さまざまな地域資源を活用し、友好都市、首都圏、地元出身者との交流をさらに深め 

るとともに、地域主体の交流の活性化を支援する。 

・ふるさと納税や農業・農村と連携した体験型・滞在型ツアー、ソーシャルメディアな 

どを通じた情報発信力を高め、国内外に「尾花沢ファン」を増やす。 

・移住支援コーディネーターを中心とする移住・定住の応援体制に加えて、起業・就業 

と住まいの一体的な支援、短期移住体験の機会を提供し、移住に向けてきめ細かな 

サポートを行う。 
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　　・ライフステージに合わせた宅地取得や住宅リフォームの支援を行う。 

 

(３)青少年健全育成の充実 

ア）現状と課題 

　青少年健全育成は、少子化の中、地域で活躍できる人材、未来を担う人材を確保するう

えで重要であり、青少年ボランティアの活性化やキャリア教育の推進など、学校、地域、

企業が連携して人づくりを進めることが必要である。 

イ）その対策 

・ 地域活動との連携やキャリア教育を推進し、地域で活躍できる人づくりを推進する。 

・子どもたちを対象に地域資源及び地域人材を活用した地区独自の事業を各地区で開催

し、これまで実施してきた統廃合による学区の広域化を踏まえ、地区単位の多様な活

動を支援する。 

 

(４)事業計画 

本計画において、移住・定住・地域間交流の促進については、次のように定める。 
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(５)公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方針

に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 

 

 

３．産業の振興 

 

(１)産業の振興の基本方針 

本市の基幹産業である農業を将来に引き継ぐため、「尾花沢産米」「尾花沢すいか」「尾花

沢牛」「尾花沢そば」に代表される産地ブランド力の更なる向上を後押しし、農家の後継者

や UIJ ターン者などの多様な担い手を確保することで、楽しくやりがいのある持続可能な

農業を目指す。 

農地集積と生産体制の集約化を後押しするため、スマート農業技術の普及（ドローン、

アシストスーツ、無人トラクターなど）を図るとともに、農業を核とした新たなビジネス

の構築（6 次産業化、観光や福祉との連携など）にも取り組む。併せて中山間地域を含め、

本市の特性に適した新規作物の導入や冬場の収益を確保する周年農業を推進する。 

「雪降り和牛尾花沢」に代表される畜産業については、尾花沢生まれ（繁殖）、尾花沢育

ち（肥育、出荷）の黒毛和牛の一貫生産体制を目指すとともに、地理的表示（GI）保護制度
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を取得し、強みを活かした PR 戦略により、国内外に販路の拡大を目指す。 

市面積の約 7 割を占める森林にあっては、本来、森林に備わっている多面的機能が将来

にわたって発揮されるよう、植林から育林を経て伐採までの森林経営サイクルを森林所有

者や森林組合などの関係機関と協力して構築する。また、増加する有害鳥獣被害が軽減さ

れるよう、市民や企業の協力を得ながら、効率的な森林整備と地域に適した被害防止対策

を行う。 

国道 347 号と東北中央自動車道が交差し、人・モノ・情報が集まる拠点機能を活かして、

活力ある商業、工業、観光業のまちづくりを進める。福原工業団地については、尾花沢イ

ンターチェンジに隣接する交流拠点の強みを活かし企業誘致を進める。さらに、市内既存

企業の集積化による企業間相互の連携を図ることにより、設計・加工から組み立て・運搬

までの一貫体制を構築し、地域循環型のものづくりに取り組む。 

商業については、これからも市民に愛される店づくりを目指して、スマートフォン（高

度情報端末）などを活用した、いつでも買物ができる環境づくりに取り組みながら、高齢

者や若者世代の目線に立った商店経営と商店街の活性化を応援する。 

大正ロマンの残る銀山温泉にあっては、家並保存条例の理念に則し「変えない」取り組

みを進めると同時に、スマートフォン（高度情報端末）への情報配信など、インバウンド

（訪日観光）にも対応する案内システムを構築する。また、市民の憩いの場である徳良湖

エリアにあっては、癒しの機能をさらに高めるとともに、年間を通して市内外の人々が訪

れるよう水辺空間の魅力づくりを進め、銀山温泉、商店街などを結ぶ市内周遊ルートを確

立する。併せて、徳良湖周辺施設を活用したワーケーション環境を整備し、関係する分野

との連携のもと、地方と都会が幅広く結び付くよう事業を展開する。 

これらの方針に基づいて行う事業については、周辺自治体との連携をより一層強化しな

がら実施していく。 

 

(２)農業・畜産業・林業の振興 

ア）現状と課題 

　　農業は、高齢化による後継者不足が深刻であり、新規就農者への技術指導体制の充実

や経営の安定化に向けた支援、スマート農業技術の普及など、労働力や生産力不足解消

を図る取り組みが必要である。 

　　中山間集落の担い手不足による耕作放棄（未作付）地の増加で有害鳥獣と人の生活圏

との境目がなくなり農業生産への影響が懸念される。集落営農や周年農業など、中山間

地に適した生産体制支援が必要である。 

畜産業は、黒毛和牛を安定的に高品質なものを供給し続けられる生産体制の確立と販

路拡大が必要である。 
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林業は、担い手不足の減少による、里山の荒廃で防災機能の低下などの問題があり、

森林の多面的機能を持続する森林経営サイクルの確立が必要である。 

有害鳥獣による農作物被害の増加が深刻な問題であり、地域の実情に応じて効果的な

被害防止対策が必要である。 

イ）その対策 

　　・次代を担う農業経営体への支援や新規就農促進に向けた取り組みを拡充し、若手農

業者など担い手を育成する。 

・集落営農や農業法人化を促進し、集積・集約化した農地でスマート農業技術の本格

導入を図る。 

・新規作物の導入、周年農業の定着、農業を核とした新たなビジネスを展開し、農業経

営の安定化と収益増加に取り組む。 

・雪降り和牛尾花沢のブランド力を高める一貫生産体制を目指し、地理的表示（GI）保

護制度の取得を契機に国内外に販路を拡大する。 

・所有者などと協力して森林経営サイクルの構築を進めるとともに、地域ぐるみでの

有害鳥獣被害防止対策に取り組む。 

 

(３)商工業・観光業の振興 

ア）現状と課題 

　工業は、拠点機能を活かした企業誘致や中小企業同士の連携強化など、地域経済をけ

ん引する一層の取り組みが必要である。 

商業は、人口減少に伴う人材と消費者の減少により既存商店の経営維持が困難な状況

にある。消費喚起に加えて、事業承継や新たな創業を支える環境づくりが必要である。 

観光業は、観光客の受入体制強化とターゲットに訴求した情報発信が急務である。銀

山温泉における滞在価値の向上や観光コンテンツの磨き上げなどを通じて周遊ルートを

確立させるなど、何度も訪れたくなるきっかけづくり、魅力づくり、仕掛けづくりが必

要である。 

イ）その対策 

・尾花沢インターチェンジに隣接する交流拠点の強みを活かし、福原工業団地への企

業誘致を進めるほか、市内企業の連携による地域循環型共同受注体制の構築と技術

力向上、市内での起業・創業の一貫支援を行い、市内企業の強靭化を進める。 

・既存商店への事業支援、商店街活動の活性化、空き店舗の利活用、市民ニーズに応え

るサービス開発を支援し、経営維持と地域消費の喚起につなげる。 

・徳良湖周辺の憩いの場と観光交流拠点しての機能強化を進めるとともに、銀山温泉

をはじめとした地域資源の魅力向上に取り組むことを通じて、広域的な視点も踏ま
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えた周遊ルートを確立する。 

・地域資源を活かした交流、体験型・着地型の観光コンテンツを磨き上げ、ターゲット

に訴求した情報発信で誘客を進める。 

 

(４)働き手の確保、雇用環境の充実 

ア）現状と課題 

　　働き手の確保は全産業に共通する重要な問題であり、地元就労や UIJ ターンの増加に

向けて、より一層の取り組みが必要である。 

雇用環境は、多様な人材が活躍できるように誰もが働きやすい職場づくを、全市を挙

げてディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の普及を図ることが必要

である。 

イ）その対策 

　　・市内産業の情報提供とマッチングの充実、学校におけるキャリア教育の中で市内の産

業を知る機会を拡充する。 

・企業の新規雇用を支援する。 

・多様な人材が働きやすい雇用環境に向けて、家族経営・企業経営を問わず、ディーセ

ント・ワークの普及を図る。 

 

(５)事業計画 

本計画において、産業の振興については、次のように定める。 
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(６)産業振興促進事項 

ⅰ）　産業振興促進区域及び振興すべき業種 

ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

　前記の（5）のとおり 

 

(７)公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方針

に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 

 

 

４．地域における情報化 

 

（１）地域における情報化の基本方針 

高度情報化社会の発展による情報通信インフラの高速・大容量化や、パソコン・携帯電

話・スマートフォン等の普及率の上昇により、情報通信技術は大きく発展し、社会経済活

動や日常生活において必要不可欠な手段となっている。個人や企業が場所や時間を問わず、

さまざまな状況で情報を得ることが可能となり、テレワーク、ワーケーションといった場

所にとらわれない新たな働き方も生み出している。 

こうしたデジタル技術の急速な発展に伴う変革を推進力に変え、防災、環境、子育て、

福祉、産業、交通、観光、農林水産、都市基盤、教育などあらゆる分野において活用してい

く。さらにデジタル技術を活用したスマート自治体（自治体行政のデジタル化）の構築や

行財政改革により業務の効率化を推進し、よりきめ細かで利便性に優れた市民サービスの

提供を目指す。 

 

（２）電気通信施設等の整備 

ア）現状と課題 

本市では、平成 22 年度に福原地区、玉野地区、常盤地区に光ファイバー網を整備し、そ

 産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

  

市内全域

製造業、旅館業、農林水産物

等販売業、情報サービス業

等

令和 8 年 4 月 1 日～ 

令和 13 年 3 月 31 日
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の設備を通信事業者に貸し出す公設民営方式により高速インターネットサービスを提供し、

概ね市内全域で光ブロードバンドサービスが利用できる基盤が整った。また、防災行政無

線の適正な維持管理に努めるとともに、災害時の迅速な情報伝達の環境整備が必要である。 

イ）その対策 

・地域情報化を推進するため、通信事業者と連携し情報通信基盤の維持管理、運営を行い 

ながら行政情報サービスの充実に努める。 

・災害時の確実な伝達のため、防災行政無線の適正な維持管理に努めるとともに、SNS や

防災アプリ等による情報伝達の多重化図るなど防災 DX を推進し、これまで同様、自主

防災組織の会長や災害危険エリア居住世帯等などへの戸別受信機貸与する。 

 

(３)デジタル技術の活用 

ア） 現状と課題 

AI をはじめとしたデジタル技術を効果的に活用しながら業務を効率化し、多様化する

市民ニーズに対応していくことが必要である。 

イ） その対策 

・外部人材の活用も視野に入れながら、デジタル技術を活用するために必要な知識や技

術の習得に向けた機会を拡充する。 

・地域課題の解決や住民の利便性向上のため、あらゆる分野においてデジタル技術を効

果的に活用する。 

・デジタル技術や AI 技術を活用したスマート自治体（自治体行政のデジタル化）の構築

や行財政改革により業務の効率化を推進し、よりきめ細かで利便性に優れた市民サー

ビスを提供する。 

 

(４)事業計画 

本計画において、地域における情報化については、次のように定める。 
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(５)公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方針

に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 

 

 

５ .交 通 施 設 の 整 備 、 交 通 手 段 の 確 保  

 

(１)交通施設の整備、交通手段の確保の基本方針 

将来を見据えた適正な土地利用と人が集まる拠点づくり、各拠点と生活の場を結び付け

るネットワークの構築に取り組み、誰もが安心して住み続けられるまちづくりを進める。 

これを実現するため、環境に優しく良好な住環境を形成する都市機能や居住区域の整備

を推進するとともに、水害や雪害に対応する災害に強い道路施設などの整備に取り組み、

良好な生活環境を整備する。雪対策としてはデジタル技術の活用も研究しながら道路除雪

や流雪溝など克雪対策の充実を図り、冬期間の交通の確保に努める。 

また、観光や産業の振興、地域防災機能の向上にもつながる東北中央自動車道の整備促

進や国道 347 号の 24 時間通年通行の実現など、ミッシングリンクの早期解消に向け取り組

むとともに、尾花沢インターチェンジ周辺整備による観光交流人口の拡大と産業振興の基

盤形成を目指す。 

さらに、自力での移動手段を持たない高齢者、障がい者、中高生なども安心して暮らす

ことができるよう、より最適で誰もが利用しやすくなる公共交通の実現を図る。 

 

(２)交通 

　ア）現状と課題 

交通環境は、道路施設の老朽化、公共交通の利便性に課題があるため、ミッシングリ

ンク（道路網における未整備区間）の解消に向けた要望活動の継続や地域の実情にあっ

た公共交通体系の構築など、社会基盤の計画的な整備と更新を進めることが必要である。 

イ）その対策 

・地域の意向を踏まえながら、道路除雪体制の強化や流雪溝の整備など克雪対策の充実
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を図る。 

・東北中央自動車道の早期全線開通に向けては、近隣自治体と協力して積極的な要望活

動に取り組むとともに大動脈である国道 347 号など幹線道路及び生活道路網の計画的

な整備と改良を進める。 

・地域の実情にあった公共交通体系を構築する。 

 

(３)事業計画 

本計画において、交通施設の整備、交通手段の確保については、次のように定める。 

 



- 29 -

 

(４)公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方針

に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 
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６ .生 活 環 境 の 整 備  

 

(１)生活環境の整備の基本方針 

公共施設などの拠点整備と空き地・空き家の活用とを連動させながら定住促進に向けた

支援策を充実させ、誰もが安心して住み続けられるまちづくりを進める。 

雪対策については、雪国ならではの地域特性を活かした利雪・親雪活動にも取り組みな

がら、冬期間も安心して生活ができる環境を整備することで、雪に強いまちづくりを進め

る。 

上下水道等については、安全安心な水の安定供給と水洗化率の向上に努め、災害に強い

施設づくりを進めるとともに、事業の健全運営の継続に取り組む。 

また、従来の想定を越え多様化する自然災害の発生を視野に入れた総合的な防災体制を

構築し、市民の命と安全安心な暮らしを守るまちづくりを進めるとともに、災害対応資機

材などの更新を計画的に行うことにより、総合的な消防力の強化を図る。 

災害の被害を最小限に抑える「減災」には日常の行動が重要であるため、市民一人ひと

りの防災意識の向上に取り組みながら、行政、自主防災組織、消防団及び地域住民が力を

合わせて災害に強い地域づくりを目指す。特に、自主防災組織においては、日頃からの話

し合いや避難訓練を通じた交流が地域コミュニティの活性化にもつながることから、自主

防災組織の機能強化に取り組む。 

交通事故と犯罪のない安全な地域づくりを目指して、防犯カメラの設置や防犯協会や警

察署と連携した防犯意識の醸成に取り組み、地域コミュニティの結束力を高めながら、地

域防犯力（住民のディフェンス力）の向上に努める。 

さらに、家庭における 3R（スリーアール）の推進を図るとともに、廃棄物処理施設の適

正な維持管理と計画的な更新により、効果的な廃棄物の処理とリサイクルの推進に努める。 

 

(２)住環境・雪対策の充実、上・下水道等整備の推進 

　ア）現状と課題 

住環境は、多様化する住宅需要への対応、空き家の増加、公園緑地の防災機能が問題

であり、新たな住宅の供給、空き家の適正管理、公園緑地の防災機能向上など、安心で暮

らしやすい住環境を形成することが必要である。 

雪対策は、除雪が困難な高齢者世帯の増加や雪押場の確保が重要であり、克雪対策の

充実ととともに、利雪、親雪活動の取り組みが必要である。 

　水道・下水道等は、施設の老朽化、人口減少に伴う事業収入の減少が問題であり、水

の安定供給と事業運営の健全化に市民と協力して取り組むことが必要である。 

 



- 31 -

イ） その対策 

・新たな住宅の供給、公園緑地の交流・防災機能の向上を図り、暮らしやすさを創造す

る。 

・若者世代の定住支援を拡充するとともに、新たな住宅地の形成を検討する。 

・地域資源としての雪の活用や先進技術を活用した効果的な雪対策など、研究と実践を

市民、企業、行政が一体となって取り組む。 

・雪国での快適な生活環境づくりのため、克雪住宅建設や消融雪装置などの導入に対し

て支援する。 

・施設の計画的な更新と健全な事業運営に努め、安全安心な水の安定供給と水質維持を

図り、快適な住環境の向上を図る。 

・管理不全空き家の所有者に対して適正管理を呼びかけるとともに、特定空き家につい

ては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき総合的な対策を推進する。 

　 

(３)安全な地域づくりの推進 

　ア）現状と課題 

消防・防災は地域防災力を強化するため、減少している消防団員の確保と老朽化して

いる防災設備の効果的な更新、大規模な災害が発生した場合の備え、緊急時の庁内外の

組織体制を強固なものにしていくことが必要である。 

交通安全・防犯は、高齢者の交通事故や消費生活に係る詐欺被害の全国的な増加傾向

に対応するため、交通安全や犯罪に関する意識啓発と相談機能の強化が必要である。 

　イ）その対策 

　・迅速な情報伝達対策、孤立集落対策、避難所機能の強化、定期的な防災訓練の実施な

ど、緊急時に備えた防災体制の強化を図る。 

・市民主体に地域防災力の強化を日頃から図るとともに、消防団員の確保、消防・防災

設備の整備・更新による消防力の強化を図る。 

・急傾斜地危険箇所、河川の整備促進を国及び県に要望していく。 

・事故・事件を未然に防ぐ市民一人ひとりの「ディフェンス力」を高めるとともに、防

犯灯設置や交通安全施設の整備、さらには見守り活動などを通じて、地域コミュニテ

ィの力で安全安心な環境の向上を図る。 

 

（４）事業計画 

本計画において、生活環境の整備については、次のように定める。 
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（５）公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方

針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 

 

７ .子 育 て 環 境 の 確 保 、 高 齢 者 等 の 保 健 及 び  

福 祉 の 向 上 及 び 増 進  

 

(１)子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の基本方針 

安心して子育てができる「子育て日本一への挑戦」を目標に掲げ、未来を担う子どもが

健やかに成長できるまちづくりを進める。 

若者世代の定着を少子化対策のスタートとし、出会いの場を拡充していくとともに、就

労、定住、住まいの確保などを関係する全ての分野と連携して支援することにより、ふる

さとへの定着と回帰に取り組む。また、妊娠、出産から子育てにおける精神的不安や経済

的負担を軽減するため、子育て世代包括支援センターを中心に子育て期の母子の健康を切

れ目なく支え、それぞれの家庭環境に応じてきめ細かに支援する。 

質の高い保育環境を提供するため、施設の再編と新たな保育ニーズに対応するための支

援体制を構築する。子どもを「地域の宝」として家庭と地域がそれぞれの立場で子育てに

かかわり、人と人が触れ合える環境の中で、尾花沢らしい子育てを目指す。 

子ども・高齢者・障がい者など地域で暮らす全ての人々が、生きがいを共に見い出し、

高め合うことができる「地域共生社会」を実現するため、支え手側と受け手側に分かれる

のではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる

まちづくりを進める。 

高齢化が進む中、年齢や心身の状況に関係なく、誰もが「自分らしく生きる」ことを目

指して、本市の強みである福祉ネットワーク（福祉隣組）の一層の体制強化を図り、支え

合いの地域福祉と福祉サービスを充実させる。 

また、レクリエーションや趣味、寄合などで互いに顔を合わせ、余暇を楽しみながら一

人ひとりが孤立することなく生きがいを持って生活できるよう、誰もが集える居場所づく

りを拡充させる。 

特に、高齢者と障がい者の権利が常に尊重されるよう、それぞれが抱えるさまざまな問

題に対する理解を深め、地域の中で見守り、生活を支える仕組みを構築する。 

また、関係する全ての分野が連携しながら、医療、介護、予防、生活支援、住まいを一体

的に提供し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりに取り組む。 

人生 100 年時代の本格的な到来を見据え、デジタル技術も取り入れながら、生活習慣病

や要介護状態の予防対策として、「おばね市民総貯“筋”運動」を目標に掲げ、市民みんな
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が運動習慣を身に付け、誰もがいつまでもいきいきと暮らせるまちづくりを進める。また、

各種健（検）診の受診率向上や生活習慣改善など、一人ひとりの健康づくりにとって大切

な支援をライフステージに合わせて切れ目なく実施する。 

 

(２)少子化対策・子育て支援の充実 

　ア）現状と課題 

少子化対策は、出会い、出産、就労、住居の確保など幅広い支援により子育てにおける

精神的不安や経済的負担を軽減することで、若者や子育て世代が産み育て、住み続けた

くなる手厚い支援が必要である。 

子育て支援は、共働き家庭の増加や女性就業率の向上などを背景に多様化・高度化す

るニーズへの対応が重要であり、親子の健康づくり、地域全体での支援、子育てと仕事

の両立支援など、多くの分野が連携して子育て世帯を包括的にサポートすることが必要

である。 

イ）その対策 

・県の取り組みと連動させながら、若者世代の出会いの場から妊娠、出産、就労、定住、

住まいまで総合的な支援を拡充する。 

・子育て世代包括支援センターを中心に母親と子どもの健康の保持・増進や家庭環境に

応じたきめ細かな支援に努め、精神的な不安を軽減する。 

・質の高い保育環境の構築、さらには子育てを応援する企業への支援を進め、地域全体

が協力して子どもを産み育てやすい環境づくりを進める。 

 

(３)地域福祉・支え合いの充実 

　ア）現状と課題 

地域福祉は、複合的な要因による対応困難ケースの増加や高齢化や過疎化による地域

コミュニティの希薄化が問題であり、共助の仕組みづくり、除雪ボランティアの充実な

ど、支え合う地域共生社会に向けた支援体制の充実が必要である。 

高齢者・障がい者施策は、高齢化率の上昇に伴い多様化する福祉ニーズへの対応、地

域生活を支える体制の構築が求められており、地域包括ケアシステムの推進、孤立防止

など、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりが必要である。 

　イ）その対策 

　　・福祉ニーズの多様化・複合化を踏まえ、地域の中で互いに支え合いながら「自分らし

く生きる」ことを目指して、福祉ネットワーク（福祉隣組）に参加する協力員などの

増員に取り組むとともに、地域や関係機関との連携を強化する。 

・ノーマライゼーションの理念のもと、保健・医療・福祉・介護・教育などと連携し、
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在宅でも施設でも、迅速かつ適切なサービスと支援を提供できる体制を強化する。 

・高齢者の孤立化を防ぐため、居場所づくりや生きがいづくりの充実を図る。 

 

(４)健康づくり 

ア）現状と課題 

健康づくりは、保健事業と介護予防の一体的な取組みや市民主体の健康づくり活動を

促進し、健康寿命の延伸を図ることが必要である。 

医療費の適正化は、健（検）診の受診促進により疾病の早期発見や重症化予防に取組

むことが必要である。 

　イ）その対策 

　　・正しい生活習慣の定着と健康診査・保健指導、感染症予防を進め、市民主体の健康

づくりと本市の疾病特性に適した効果的な健康増進対策を推進する。 

 

(５)事業計画 

本計画において、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進について

は、次のように定める。 
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(６)公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方

針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 

 

 

８ .医 療 の 確 保  

 

(１)医療の確保の基本方針 

医療・保健・福祉の連携のもと、いつまでも住み慣れた地域で健康で安心して暮らせる

環境づくりのため中央診療所を地域医療の拠点と位置づけながら「地域包括ケアシステム」

を整えていく。さらには、地域が真に必要とする診療科目の誘致など適切な医療体制の構

築に向けて、県及び関係機関と連携して取り組む。 

 

(２)医療の充実 

　ア）現状と課題 

医療は、医療機関同士の連携を強化することにより、市民の医療ニーズに応えられる
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持続可能な医療体制の構築が必要である。 

イ） その対策 

・在宅医療の充実を図るとともに先進的な診療所運営を研究し、生涯にわたって安心し

て暮らすことができる医療体制を構築する。 

・市医師会、歯科医師会に加え、北村山地区医師会との連携を一層強化し、保健事業の

充実と日曜休日当番医制による救急医療体制を維持するとともに、感染症対策や各種

疾病の重症化予防の体制を構築する。また、県や関係機関と連携し、ニーズに応じた

診療科目の誘致に取り組む。 

 

(３)事業計画 

本計画において、医療の確保については、次のように定める。 

 

(４)公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方

針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 
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９ ． 教 育 の 振 興  

 

(１)教育の振興の基本方針 

　次代を担う子どもたち一人ひとりが郷土の歴史や文化、さらには産業などを通じて「ふ

るさと愛」を育むと同時に、他者を思いやる豊かな心と新しい時代を牽引できる力を身に

付けることができるよう、学校、家庭、地域が連携して、ふるさとの良さやここで暮らす

喜びを知る環境づくりを進める。 

この実現に向け、学園構想による新しい教育環境を構築し、幼保小中の連携を図るとと

もに、社会の変化に対応する多様な学習活動を推進する。 

人生 100 年時代を迎えた今日、誰もが生きがいを持ちながら豊かな人生を送ることがで

きるよう、市民が生涯にわたって主体的に学び続けられる環境づくりを進める。 

誰もが芸術文化とスポーツに触れ、体験することを通じて心の安らぎや感動、心身の健

康増進を享受できる環境づくりに取り組む。 

 

(２)学校教育 

　ア）現状と課題 

学校教育は、少子化に伴い児童生徒数と学級数が減少する中、子どもたち一人ひとり

の「ふるさと愛」を育み、新しい時代を牽引できる力を身に付けることが重要であり、地

域と学校が連携する教育の一層の充実が必要である。 

　イ）その対策 

　　・子どもたちの安心と豊かな成長を地域全体で支え、学校、家庭、地域との連携を深

めながら、地域の持つ多様な資源を教育活動と学校運営に取り組む。 

　 ・地域の特色を活かした体験学習の充実や自然文化の活用の拡充を図るとともに、地域

で活躍する人や地元企業との交流の場を創出する。 

　 ・GIGA スクール構想に基づいた ICT 教育環境の充実を図る。 

・一人ひとりの安全・安心で、自分らしく学ぶことのできる最適な教育環境を整備する。 

・ウェルビーイングの向上を目指し、地域活動との連携やキャリア教育を推進すること

で、地域で活躍できる人づくりを推進する。 

 

(３)生涯学習・芸術・文化・スポーツの活性化 

　ア）現状と課題 

生涯学習は指導者育成と幅広い世代へ関心を高めるられる学習講座の充実が必要であ

る。 

芸術、文化、スポーツは、後継者の確保や活動への関心を高めるため、芸術、文化に触
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れる機会の充実や生涯スポーツの普及など、学校や地域を通じて活動の気運を高め、地

域の発展につなげることが必要である。 

イ）その対策 

・魅力ある生涯学習講座・教室の充実をはかり、多様な手法を用いて、世代や関心など

に応じた生涯学習情報を提供する。 

・芸術文化協会と生涯学習団体の活動を支援しながら、共同での芸術文化振興に向けた

取り組みを行う。 

・「スポーツ推進計画」前期計画の事業評価に基づき必要な見直しを行った上で、生涯

スポーツの普及や、文化・スポーツ合宿を誘致して関係人口を増やすなど、スポーツ

の力を地域の活性化につなげる。 

 

(４)事業計画 

本計画において、教育の振興については、次のように定める。 
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(５)公共施設総合管理計画との整合 
　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方

針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 

 

 

10． 集 落 の 整 備  

 

(１)集落の整備の基本方針 

地域においては、性別、年齢、障がいの有無、居住歴、国籍などにとらわれず、誰もが地

域づくりに参画する機会を創出し、地域活動の担い手やリーダーの育成も支援しながら、

少子高齢化が進む中にあっても豊かで活力ある地域づくりを後押しする。 

こうした取組みを通じて市民と行政がそれぞれの役割を担い、連携して多様化・複合化

する地域課題に取り組む協働のまちづくりを進める。 

 

(２)集落の整備 

ア）現状と課題 

コミュニティ活動は、若者や無関心層の参画が課題であり、参加を促すような多様性

のある魅力的な活動を継続していくとともに、市民全員が幸福感を感じながら暮らすこ

とができる環境を整備することが必要である。 

協働のまちづくりは、多様化する地域課題に対応するため、市政の情報発信や市民意

見を聞く場を設け、市民と行政の意識を共有することが必要である。 
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　イ）その対策 

　　・小さな拠点づくりや地域おこし協力隊の活動の充実、地域づくり支援アドバイザーの

派遣などを通じて、市民主体のコミュニティ活動の環境づくりと地域活動の活性化を

推進する。 

　 ・地域活動の担い手やリーダーの育成を支援する。 

・地域と行政の意見交換の充実や、市職員などによる地域づくりコーディネーター活動

などを通じて、行政との適正な役割分担に基づく住民自治を応援する。 

 

(３)事業計画 

本計画において、集落の整備については、次のように定める。 
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(４)公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方 
針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 

 

 

11． 地 域 文 化 の 振 興 等  

 

(１)地域文化の振興等の基本方針 

本市には、国指定史跡である「延沢銀山遺跡」や県指定文化財である「延沢城跡の大杉」

「若畑沼鉄魚生息地」のほか多くの文化財がある。また、市指定の無形文化財である「尾

花沢雅楽」及び「尾花沢まつりばやし」は、日本遺産「山寺が支えた紅花文化」の構成文化

財に認定されている。こうした、先人が築き上げてきた各地域に残る有形無形の文化財は、

私たちの誇りである。それらを 100 年後へも伝え続けるため、その意義と伝統文化への関

心を高めながら、学校や地域、さらには指導者と連携し、ふるさとの「宝」の保存、活用、

継承に取り組む。 

 

(２)文化財の保全 

ア）現状と課題 

文化財は、市民の関心を高めることや点在する文化財保護・活用のため伝統文化継承

活動の活性化、体験型学習機会の創出、国指定史跡などの活用など、歴史と伝統の継承

への一層の取り組みが必要である。 

イ)その対策 

　・おばなざわ花笠まつりの活性化に取り組むとともに、国指定史跡「延沢銀山遺跡」や

日本遺産認定の文化財の保護と活用を推進し、ふるさとの「宝」を次世代に伝える体

制づくりと活動の充実を図る。 

  　・地域の伝統文化や風習など、未来へ伝え続けるための地域での活動を支援する。 
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(３)事業計画 

本計画において、地域文化の振興等については、次のように定める。 

 

(４)公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方

針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 

 

 

12． 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 利 用 の 推 進  

 

(１)再生可能エネルギーの利用促進の基本方針 

これまで導入した再生可能エネルギー設備の実績を踏まえ、本市の賦存資源を活かした

再生可能エネルギーの活用を進めるとともに、民間活力も含めたエネルギーの地産地消に

取り組み、地球環境に優しいまちづくりを進める。 

次代を担う子どもたちに対しては、資源エネルギー庁から「次世代エネルギーパーク」
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の認定を受けた、市役所庁舎の雪冷房施設（エネルギー棟）などの再生可能エネルギー導

入設備を知り感じる体験などを通して、環境保護や限りある資源の大切さを認識してもら

う活動に取り組む。 

また、地球温暖化防止は世界共通の喫緊課題という認識に立ち、世界の一員としてエネ

ルギー分野へのデジタル技術の活用や民間活力の導入などを進め、温室効果ガス“ゼロ”

の脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）を目指す。 

 

(２)環境保全 

ア）現状と課題 

尾花沢市環境基本計画に基づき、脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）を推進するとと

もに、市民一人ひとりの環境にやさしいライフスタイルへの転換が必要である。 

老朽化しているゴミ処理関連施設の整備とゴミ排出量を減らすなどの 3R（スリーアー

ル）の実践が必要である。 

イ）その対策 

・脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）に向けて、家庭、企業の協力のもと、化石燃料に

依存しない再生可能エネルギーの活用に取り組む。 

・環境に優しいライフスタイルや限りある資源の大切さを認識してもらうため、環境

教育の充実を図る。 

・「環境基本計画」と「新エネルギー推進計画」を活用し、先進技術の活用など、民間

企業との連携も視野に入れたエネルギーの地産地消に取り組む。 

・家庭の 3R（スリーアール）の実践を中心に、廃棄物処理施設の適正な維持管理に努

める。 

・プラスチックリサイクル対応型の「ごみ処理施設」の整備に取り組む。 

 

(３)事業計画 

本計画において、再生可能エネルギーの利用の推進については、次のように定める。 

 

 

 



- 52 -

(４)公共施設総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては尾花沢市公共施設等総合管理計画の方　

針に基づき、整合性を図りながら必要な事業を適正に実施していく。 
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事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

過疎地域持続的発展特別事業分 
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